
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

① 貸付申請書 ② 個人情報取扱同意書 ③ 申請書提出チェックリスト 

④ 県内で就職することを証明する書類（内定通知書など）※就労開始日・就労先・職種・雇用形態等の確認ができること 

⑤ 発行 3 ヶ月以内の住民票（申請者と連帯保証人分） 

⑥  貸付申請の該当業務就労以前の１年間に障害福祉職員または介護職員等として就労がないことを証明できるもの 
（年金の被保険者記録照会回答票など） 

⑦  資格を証明する書類の写し（または研修機関が発行する研修修了予定記載の書類） 

障害福祉分野就職支援金 

貸付制度のご案内 

 

 

 

 

 

 

貸付対象者

申込みに必要な書類 
 

・日本に居住する者(外国籍の方が保証人の場合、在留資格が永住者であること) 

・貸付申請時に 20 歳以上、80 歳以下で、原則独立した生計を営むなど安定した収入のある方

（前年度収入および今年度の収入見込みが 150 万円以上の方） 

 

貸 付 額

申 込 期 間

 

 

申 込 方 法

連帯保証人



 

 

 

 

   
  

     
 

 

 

 

 

                        

 

 

                                         

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  サービスの種類     サービス内容 

 

 

 

 

 

 

障害福祉サービス 

居宅介護 就労支援（移行・継続・定着等） 

重度訪問介護 共同生活援助 

同行援護 相談支援（地域相談・計画相談等） 

行動援護 地域生活支援（県・区市町村） 

療養介護 地域活動支援センター 

生活介護 児童発達支援 

短期入所 放課後等デイサービス 

重度障害者等包括支援 障害児相談支援（障害児支援利用援助） 

施設入所支援 障害児入所施設 

自立訓練（機能訓練・生活訓練） 身体障害者福祉センター 

自立生活援助 その他障害福祉ｻｰﾋﾞｽを提供する事業所 

社会福祉法人 神奈川県社会福祉協議会 かながわ福祉人材研修センター  福祉人材センター 
〒221-0835 横浜市神奈川区鶴屋町 2-24-2 かながわ県民センター13 階 

TEL ：  045-312-4816    

受付：月～金（祝祭日除く）9:00～12：00 13：00～17：00 

 

届出・登録方法 

R8．4 

対象となる施設・事業所 

 

障害福祉職員として就職するときに必要な経費とは 

①子どもの預け先を探す際の費用 

②業務に係る情報収集や学び直しのための講習会参加経費又は参考図書等の購入費 

③敷金、礼金又は転居費用など転居を伴う場合に必要となる経費 

④通勤用の自転車又はバイクの購入費 

⑤就労時に必要な被服費 など 

 

 

 
かながわ福祉人材センターでは就職相談をしています。 

ぜひ、ご活用ください！ 

         


